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1．改正の趣旨

過大支払利子税制とは、内国法人が過大な利子を支払い損金算入することによる租税回避を防止するため、支払利子のうち一定の額を超える

部分を損金不算入とする制度である。改正前においては、グループ内の外国法人に対する所得移転を防止するために、グループ内の外国法人に
対する支払利子のみが対象となっていた。
今年度改正では、2015年9月にとりまとめられたBEPS最終報告書を踏まえて、第三者に対する支払利子を活用し、グループ全体の税負担を引き

下げる租税回避に対応するため、過大支払利子税制の内容が変更される。（過大支払利子を用いた租税回避の具体例は「5.改正の内容」参照）

・第三者を含む国外の者に対する支払利子等が対象となる。 （改正前においては国外関連者（ 「5.改正の内容」参照）に対する支払利子のみが対象）

・グループ内だけでなく第三者に対する支払利子も対象となるため対象範囲が拡大される。

①対象となる支払利子等の範囲の拡大 【課税対象の拡大】

②調整所得金額の変更 【課税対象の拡大】

・損金算入限度額は調整所得金額に一定の割合を乗じて計算するが、当該調整所得金額が、「課税所得＋減価償却費＋対象純支払
利子等の額（ 「5.改正の内容」参照） ＋その他調整」へ変更となる。 （改正前は受取配当等の益金不算入額等を加算）
・受取配当等の益金不算入額等が調整対象金額の対象から除外されるため、損金算入限度額は小さくなる。

④適用免除要件 【適用免除要件の緩和】

・上記の課税対象の拡大を踏まえ、本制度の適用免除要件である以下２つの要件が緩和される（イとロのいずれか満たせば免除）

イ. 対象純支払利子等の額が2,000万円（改正前は1,000万円）以下の場合、
または
ロ. 50％超の資本関係を有する全ての内国法人の対象純支払利子等の額の合計額がこれらの内国法人の調整所得金額の合計額の
20％以下（改正前は国外関連者に対する支払利子等の額が法人の総支払利子等の額の50％以下）である場合

4．実務上の留意点

①損金算入限度額が縮小するため、国外からの借入金の調達による利子が損金算入限度額を超えないか確認する必要がある。

②日本法人は国外の金融機関から借入れを行っていることは少ないと思われるため、新たに当該制度の対象となる日本法人は限定的と考えられる。

2020年4月1日以後に開始する事業年度

③損金算入限度額の変更 【課税対象の拡大】

・②の調整所得金額に乗じる一定の割合が20％（改正前は50％）となる。
・乗じる割合が小さくなるため、損金算入限度額は小さくなる。
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No. 項目 改正前 改正案

①
対象利子
の範囲

＜国外関連者に対する純支払利子等の額＞
純支払利子等の額＝
国外関連者（※）に対する支払利子等－対応する受取利子等
（※）国外関連者：内国法人と50％以上の資本関係のある外
国法人等

＜第三者含む国外に対する純支払利子等の額＞
対象純支払利子等の額＝
対象外利子等（※）を除く支払利子等－対応する受取利子等
（※）対象外利子等：支払利子等の受領者側において日本の課税所
得に含まれる支払利子等及び一定の公共法人に対する支払利子等

②
調整所得
金額

課税所得＋減価償却費＋国外関連者に対する純支払利子
等の額＋受取配当等の益金不算入額＋外国子会社配当等
の益金不算入額＋その他調整

課税所得＋減価償却費＋国外に対する対象純支払利子等の額＋
その他調整 ※受取配当等の益金不算入額及び外国子会社配
当等の益金不算入額を除外

③
損金算入
限度額

調整所得金額×50％ 調整所得金額×20％

【改正点】

5．改正の内容
（改正前）

調
整
所
得
金
額

（改正案）

【改正点①】
第三者含む
国外に対する
純支払利子等の額

減価償却費

課税所得金額

損金算入
調整所得
金額

×20％
【改正点③】

損金不算入

'

改
正
点
②
,
調
整
所
得
金
額

※関連者：内国法人と50%以上の資本関係のある法人等

関連者以外の国外
純支払利子等の額

調整
所得
金額

×
50％

損金算入

国外関連者（※）に
対する
純支払利子等の額

・減価償却費
・受取配当等の
  益金不算入額等

課税所得金額

損金不算入

損金算入

出典：「経済産業省資料」一部修正
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○事例1 軽課税国に所在するグループ内の外国法人に利子を支払うことにより日本国外に所得を移転する租税回避

○事例2 第三者に対する支払利子を活用し、グループ全体の税負担を引き下げる租税回避
【今年度改正により追加で対象となった支払利子等】

（参考：過大支払利子を用いた租税回避の具体例） ※下記事例において外国子会社合算税制の適用はないものとする

【A社】
収益 15
利子 △10
税前利益 5
税額 △1.5
税後利益 3.5

【A社】
収益 15
利子 0
税前利益 15
税額 △4.5
税後利益 10.5

【B社】

利子 10
税前利益 10
税額 △1.5
税後利益 8.5

【A社B社 合算】
収益 15
利子 0
税前利益 15
税額 △3.0
税後利益 12.0

※国外関連者

出資
A社 B社

日本：
税率30%

軽課税国：
税率15%

A社 B社

【A社】
収益 15
利子 △10
税前利益 5
税額 △1.5
税後利益 3.5

A社 B社

借入

【B社】
収益 15
利子 △10
税前利益 5
税額 △0.75
税後利益 4.25

【B社】
収益 15
利子 0
税前利益 15
税額 △2.25
税後利益 12.75

【A社B社 合算】
収益 30
利子 △10
税前利益 20
税額 △3.75
税後利益 16.25

日本：
税率30%

軽課税国：
税率15%

日本：
税率30%

軽課税国：
税率15%

金融機関

支払利子10

A社 B社

※国外関連者
支払利子10

日本：
税率30%

軽課税国：
税率15%

借入

借入

金融機関

支払利子10

【A社B社 合算】
収益 30
利子 △10
税前利益 20
税額 △5.25
税後利益 14.75

【A社】
収益 15
利子 0
税前利益 15
税額 △4.5
税後利益 10.5

出資
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